
改定料金

■ 開始

　（１）市民

●意見聴取 ●意見聴取 ●結果報告

　（基本方針） 　（改定料金） （改定料金）

　（２）庁内

●改定料金検討

●作業部会 ●作業部会 ●作業部会

　（基本方針） 　（基本方針：変更） 　（改定料金）

●本部会議 ●本部会議 ●本部会議

　（基本方針） 　（基本方針：変更） 　（改定料金）

●例審

●条例提案

●総務常任委員会

●全協

※各施設等において改定料金を周知（R5.10施行）

※必要に応じ利用団体等との意見交換実施 ※ウェブサイト掲載 ※広報掲載

【参考】

●内税額の確定 ●表示準備 税率表示

※見直し作業の中で消費税10％を適用 ■ 開始

３　市民への周知

２　議会への説明

１　見直し体制

行革推進委員会

関係課への調査依頼

行革作業部会

R5年

法令整備

10月 11月

行革本部会議

6月 7月 8月 9月5月

見直しスケジュール

10月4月

　　インボイスへの対応

使用料・手数料見直しスケジュール（変更後）

12月 1月 2月 3月
項　　目

R4年

4月 5月 6月 7月 8月 9月

改定料金算定 最終案 方針検討 
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